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日
本
に
お
け
る
成
年
年
齢
は
、
明
治
９
年
以

来
、
20
歳
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
近
年
は
、
選
挙
権
が
18
歳
か
ら
与

え
ら
れ
る
な
ど
、
18
歳
・
19
歳
の
方
を
大
人
と

し
て
扱
う
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
世
界
的
に
も
、
成
年
年
齢
を
18
歳
と
す

る
の
が
、
主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。　

　

そ
こ
で
、
18
歳
・
19
歳
の
方
が
、
自
ら
の
判

断
で
人
生
を
選
択
で
き
る
環
境
を
整
備
し
、
積

極
的
な
社
会
参
画
を
促
す
こ
と
を
目
的
に
、
成

年
年
齢
を
定
め
た
民
法
が
一
部
改
正
さ
れ
ま

す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
今
ま
で
は
未
成
年
で
あ
る
と

い
う
理
由
か
ら
自
分
の
意
思
で
で
き
な
か
っ
た

こ
と
が
可
能
と
な
る
一
方
で
、
そ
れ
に
伴
う
責

任
や
リ
ス
ク
も
つ
い
て
回
り
ま
す
。

　

ト
ラ
ブ
ル
に
遭
わ
な
い
た
め
に
も
、
何
が
変

わ
る
か
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
ま
し
ょ
う
。

■　

自
分
で
行
っ
た
契
約
は
取
り
消
せ
な
い

　

民
法
で
は
、
未
成
年
者
が
親
の
同
意
を
得
ず
に

契
約
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
契
約
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
未
成
年
者
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

り
、
未
成
年
者
の
消
費
者
被
害
を
抑
止
す
る
役
割

を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
成
年
年
齢
を
18
歳
に
引
き
下
げ
た
場
合

に
は
、
18
歳
・
19
歳
の
方
は
、
こ
の
取
消
権
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
た
め
、
悪
徳
商
法

な
ど
に
よ
る
消
費
者
被
害
の
拡
大
が
懸
念
さ
れ
ま

す
。

■　

契
約
す
る
と
き
は
慎
重
に

　

成
年
に
達
し
た
ば
か
り
の
若
者
は
、
契
約
に
関

す
る
知
識
や
社
会
経
験
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、

悪
質
な
事
業
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
る

ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

　

契
約
は
、
法
的
な
責
任
が
伴
う
た
め
、
原
則
と

し
て
一
方
の
都
合
だ
け
で
や
め
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

　

例
え
ば
、
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
は
、
全
て
の
契
約

に
適
応
さ
れ
る
制
度
で
は
な
い
な
ど
、
契
約
に
関

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ル
を
知
っ
た
上
で
、
そ
の

契
約
が
本
当
に
必
要
か
ど
う
か
を
よ
く
検
討
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

　

契
約
の
場
面
で
は
、
一
度
よ
く
考
え
、
困
っ
た

と
き
は
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

成 年 年 齢 が
変 わ り ま す

2 0 2 2 年 ４ 月

成年年齢引き下げで変わること・変わらないこと

一人で契約を結ぶことは…

親の同意を得なくてもできるようになります。例
えば、携帯電話を購入する、一人暮らしのアパー
トを借りる、クレジットカードを作る、ローンを
組んで自動車を購入する、といったことができる
ようになります。

CASE４

結婚できる年齢は…

女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられます。
（現在、男性は18歳、女性は16歳）

CASE２

成人式の対象は…

敦賀市においては、成人式の対象は20歳から変わ
りません。18歳は、多くの方が受験や就職活動
の時期と重なり、本人や保護者の負担がかかるお
それがあるからです。名称を「20歳のつどい(仮
称)」として開催していきます。

CASE３

飲酒や喫煙をすることは…

お酒やたばこに関する年齢制限は変わりません。
また、公営競技（競馬・競輪・競艇など）につい
ても、20歳以上で変わりません。

CASE１

わたしたちの生
活は何が変わる
んだろう？

あなたの身近にもこんなトラブルが！あなたの身近にもこんなトラブルが！

４ ネットで注文した商品が届かない
SNSの広告で、ブランドバッグが格安
だったので注文。
代金を振り込んだのに、商品が届かない。
問合せ先もメールだけで、返信もない。

詐欺サイトでは、支払ったお金を取り戻すことは
困難です。少しでも不審に思ったら利用しない方
が安心です。
詐欺サイトを見分けるポイント
▶販売価格が大幅に値引きされている
▶電話番号の記載がない
▶連絡先がフリーメールアドレスのEメールのみ
▶支払い方法が銀行振り込みで口座名が個人名義
▶不自然な日本語表記がある

２ ネットのもうけ話にご注意

誰でも簡単に稼げる投資の教材を購入。
全然もうからないし、サポートもないの
で、損失が膨らむばかり。

▶情報商材やアフィリエイトなどネット上には
様々なもうけ話があります。

▶「すぐに元がとれる」「もうかるまでサポート
する」などと説明して契約させます。

▶次々と契約して高額な支払いをしても、収入は
得られません。

▶クレジットカードでの高額決済や借金をしてま
で契約することはやめましょう。

３ 会員を増やせば簡単にもうかる!?
友達に誘われて、化粧品の会員を増
やすビジネスを開始。
誰も買ってくれないし、メンバーも
増えない。在庫の山だけが残った。

▶これはマルチ商法と呼ばれるものです。

▶「友人・知人を誘って会員にすると報酬がもら
える」などと勧誘し、商品やサービスを契約さ
せます。

▶簡単にもうかることはありません。「うまい
話」には疑問を持ちましょう。

▶親しい人から誘われても、おかしいと感じたら
勇気を出して、きっぱり断りましょう。

１ お試しサンプルを頼んだら定期購入!?
SNSの広告を見て、人気のサプリメ
ントのお試しサンプルを注文。
１回限りのつもりが、後日２回目の商
品が届いた。業者に連絡してもつなが
らない。

▶ネット上の広告では「初回100円」や「無料」
などが目につきます。しかし、その後も購入す
ることが条件であることなどは小さな文字で表
記され、見落としがちです。

▶ネット通販は、定期購入などの条件や支払代金
の総額などを明示する義務があるので、申し込
む時はしっかり確認しましょう。

商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合
せなど、消費者からの相談を受け付けています。セン
ターは市の機関であり、相談に費用はかかりません。

困ったときは、ひとりで悩まず、相談してください

敦賀市消費生活センター

☎ 22-8115
または消費者ホットライン188（いやや）

▶受付時間 月曜～金曜（祝祭日および年末年始を除く）
午前８時30分～午後５時15分

▶受付場所 敦賀市役所１階　15番窓口
消費生活センターに
ついてはこちらから ▶▶▶

▶問合せ先

契
約

前に
よ ーくかんガエ

ル


